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十
七
年
度
予
算
は
借
換
分

を
除
く
実
質
予
算
額
で
、
一

般
会
計
は
十
六
年
度
当
初
比

四
・
二
％
減
の
九
十
一
億
八

千
七
百
九
十
万
四
千
円
で
、

他
会
計
を
含
む
総
額
は
一
・

四
％
減
の
百
六
十
四
億
六
千

二
百
四
十
二
万
千
円
と
な

り
、
一
般
会
計
は
五
年
連
続

マ
イ
ナ
ス
の
緊
縮
予
算
編
成

と
な
っ
て
い
る
。

｢

　

ま
た
、国
は 
三
位
一
体
の

｣

改
革 
と
し
て
、国
庫
補
助
金

の
廃
止
、
ス
リ
ム
化
等
の
改

革
、
所
得
譲
与
税
に
よ
る
地

方
へ
の
税
源
移
譲
、
地
方
交

付
税
の
改
革
等
地
方
に
お
け

る
歳
入
財
源
の
削
減
化
を
推

し
進
め
よ
う
と
し
て
お
り
、

十
七
年
度
も
こ
れ
が
進
む
と

十
六
年
度
同
様
、
町
財
政
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
に

な
る
。

　

町
と
し
て
は
、
一
時
も
早

く
安
定
し
た
財
政
運
営
を
図

る
た
め
に
も
、
地
方
交
付
税

制
度
の
堅
持
と
段
階
補
正
を

こ
れ
以
上
縮
減
す
る
こ
と
の

な
い
よ
う
に
、
更
に
は
、
税

源
移
譲
を
行
う
際
の
課
税
客

平
成　

年
度　
　
　
　

17

当
別
町
各
会
計　
　
　

予
算
審
査
特
別
委
員
会

　

平
成
十
七
年
度
当
別
町
各
会
計
予
算
審
査
特
別
委
員
会
は
、

三
月
九
日
、
十
日
、
十
一
日
、
十
四
日
、
十
六
日
の
五
日
間
の

会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。
一
般
会
計
を
は
じ
め
、
水
道
事
業
会

計
、
六
特
別
会
計
を
慎
重
に
審
査
し
ま
し
た
。
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一
般
会
計
・
実
質
予
算

 
４
億 
減

（
前
年
度
よ
り
実
質
規
模
で　

％
減
）
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な
お
、
農
業
委
員
会
委
員

六
名
削
減
に
つ
い
て
は
、
厳

し
い
農
業
行
政
の
中
、
削
減

数
が
多
い
と
い
う
少
数
意
見

も
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
教
育
用
パ
ソ
コ
ン

借
上
に
つ
い
て
は
、
効
果
的

な
活
用
、
更
に
は
万
全
な
る

管
理
体
制
も
含
め
、
使
用
に

体
の
乏
し
い
地
方
の
実
情
等

を
、
国
・
道
に
今
ま
で
以
上

の
要
請
運
動
の
展
開
が
望
ま

れ
る
。

　

取
り
分
け
、
十
六
年
度
を

大
き
く
上
回
る
職
員
の
期
末

・
勤
勉
手
当
、
町
三
役
の
期

末
手
当
の
削
減
、
ま
た
、
十

六
年
度
に
引
き
続
く
議
員
期

末
手
当
の
削
減
、
そ
し
て
職

員
管
理
職
手
当
の
さ
ら
な
る

減
額
措
置
等
人
件
費
に
お
け

る
大
幅
な
削
減
の
中
で
の
予

算
編
成
で
あ
り
、
こ
の
実
情

を
あ
ら
た
め
て
町
民
に
周
知

し
理
解
を
得
る
と
と
も
に
、

尚
一
層
町
民
と
行
政
が
協
調

し
て
、
よ
り
良
い
行
政
を
推

進
さ
せ
る
た
め
に
も
、
町
政

執
行
に
当
っ
て
は
、
限
ら
れ

た
財
源
で
の
効
率
的
な
財
政

運
営
、
住
民
負
担
の
適
正
化

の
推
進
等
を
十
分
勘
案
し
、

万
全
の
体
制
で
臨
む
べ
き
で

当
た
っ
て
の
適
切
な
対
応
が

望
ま
れ
る
。

各
特
別
会
計
に
つ
い
て

　

各
特
別
会
計
に
お
い
て

も
、
住
民
の
健
康
を
守
る
重

要
な
会
計
な
の
で
、
安
心
し

て
利
用
で
き
る
制
度
の
充
実

を
図
り
、
各
々
経
営
内
容
を

十
分
精
査
し
、合
理
化
・
経
済

性
を
考
慮
さ
れ
、
適
正
な
事

業
執
行
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　

以
上
の
通
り
報
告
し
た

が
、
今
後
理
事
者
を
は
じ
め

各
職
員
に
お
い
て
、
各
部
局

の
連
携
と
事
務
的
資
質
の
向

上
に
努
め
、
町
民
の
期
待
に

そ
う
よ
う
研
鑽
さ
れ
た
い
。

　

以
上
、
本
委
員
会
の
報
告

と
す
る
。

力
さ
れ
た
い
。

歳
出　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

歳
出
で
は
、
各
款
に
わ
た

り
行
財
政
再
構
築
プ
ラ
ン
関

連
の
予
算
計
上
と
な
っ
て
お

り
、
執
行
に
当
っ
て
は
、
限

ら
れ
た
予
算
で
は
あ
る
が
、

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
と
な

ら
ぬ
よ
う
努
め
ら
れ
た
い
。

を
含
む
地
方
交
付
税
は
、
十

六
年
度
対
比
五
・
六
％
減
の

三
十
九
億
四
千
八
百
万
円
と

な
っ
て
い
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
厳
し

い
状
況
下
に
変
わ
り
は
な
い

が
、
歳
入
確
保
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
は
、
財
政
の
健
全

化
に
向
け
て
、
よ
り
一
層
努

あ
る
。

　

な
お
、
十
七
年
度
は
、
行

財
政
シ
ス
テ
ム
再
構
築
プ
ラ

ン
の
ス
タ
ー
ト
の
年
で
あ

り
、
情
報
公
開
を
よ
り
推
し

進
め
、町
民
と
協
働
の
も
と
、

健
全
な
る
行
財
政
の
実
現
に

向
け
鋭
意
努
力
さ
れ
た
い
。

一
般
会
計
に
つ
い
て

歳
入　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

町
税
は
こ
こ
三
年
間
前
年

度
対
比
マ
イ
ナ
ス
の
予
算
措

置
と
な
っ
て
い
た
が
、
十
七

年
度
は
十
六
年
度
対
比
〇
・

一
％
の
微
増
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
徴
収
体
制
の
強

化
、
差
し
押
さ
え
の
実
行
等

が
図
ら
れ
る
と
想
定
さ
れ
る

が
、
業
務
遂
行
に
当
た
っ
て

は
公
平
負
担
の
原
則
の
下
、

町
税
等
収
入
の
確
保
に
努
め

ら
れ
た
い
。

　

一
方
、
臨
時
財
政
対
策
債

左：後藤委員長 右：白木副委員長左：後藤委員長　右：白木副委員長


